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令和３年度 第 1回

小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する県民会議

日時 令和 3年 11 月 15 日(月)10:00～12:00

会場 県庁別館 7階第 2会議室Ａ

Ⅰ 開会・挨拶・会長の専任等

1 開会 司会・遠藤和久 経済産業部農業局長

録音自分 6.32

皆さん、おはようございます。定刻となりましたのでただいまより令和 3年度第 1 回小

中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する県民会議を開催いたします。私は本日司

会進行を務めます農業局長の遠藤でございます。どうぞよろしくお願いたします。

本日の委員の皆様の出席状況について御報告いたします。当県民会議委員 13名のうち 11

名の皆様に御出席をいただいております。本日の審議会は小中学校の児童生徒の静岡茶の

愛飲の促進に関する県民会議規則第 6条第 2項の規定による定足数の過半数を満たしてお

りますので、そのことを御報告申し上げます。また県の情報提供の推進に関する要綱第 2の

規定に基づきすべて公開といたします。本日の傍聴者は 1名でございます。今回御出席の委

員の皆様また県側の出席者につきましては、出席者名簿の通りでございます。

委員の皆様は任期満了に伴い新たに選任させていただきました。その結果 4名の方が新

たに委員に御就任をいただいておりますのでご紹介いたします。

函南町教育長の久保田浩子様におかれましては町教育長会から御推薦をいただきました。

浜松市立豊岡小学校栄養教諭の平賀晶子様におかれましては静岡県学校給食栄養士会から

御推薦をいただきました。静岡県農業経営士協会茶部会長の西原睦実様におかれましては

同会から御推薦をいただきました。静岡県ＰＴＡ連絡協議会副会長の天城真美様におかれ

ましては同会から御推薦をいただきました。新たに委員になられた皆様どうぞよろしくお

願いいたします。

2 あいさつ 静岡県経済産業部細谷勝彦農林水産担当部長

それでは開会にあたりまして静岡県経済産業部細谷農林水産担当部長から御挨拶申し上

げます。

（細谷勝彦 静岡県経済産業部農林水産担当部長）
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皆さん、おはようございます。農林水産担当部長の細谷と申します。どうぞよろしくお願

いたします。この会議でございますが、小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する

会議ということで、条例に基づく会議となっております。

この静岡茶の愛飲の条例ですが、この目的というところにですね、お手元に資料が配られ

ているかとは思いますが、児童生徒の静岡茶を飲む機会及び児童生徒に対する静岡茶の食

育の場を提供することにより静岡茶の愛飲を促進するというのがこの条例の目的になって

おります。食育と茶を飲む機会により愛飲を促進するという目的です。

じゃあ、愛飲を促進するというのはどういうことかということなんですが、何故、愛飲を

促進していくのかというところが、食育それから次の第 2条のところに食育の目的の中に

も入っておりますが、本来であれば、児童生徒さんの健康、あるいは心の発達、こうしたも

のに静岡の茶を飲む習慣が定着していくことが役立つであろうと、いうことでこの静岡茶

の愛飲を児童生徒さんに促進しているということでございます。

で、愛飲とはどういうことかということも条例の中にありまして「静岡茶を習慣的に飲む

ことですよ」というふうに規定されております。従いまして、静岡茶を習慣的に飲んでいく

ことが児童生徒さんの心と体の発達に役に立つであろうということで我々、こうして取り

組んでいるとこでございます。

こうしたことによってですね、学校での愛飲の機会というのは、提供という意味ではだん

だん取り組んでいただける学校が増えてきておりますが、習慣という意味ではですね、なか

なか定着はこれからというふうに考えております。ここから定着まで持っていくにはやは

り児童生徒さんへのお茶の効果というのをですね、少しデータと言いますか、エビデンスと

言いますか、そうしたもので先生方、あるいは御父兄の皆さんに、客観的に理解してもらう

そういう取り組みも今後は必要なのかなと思っておりますので、県といたしましてもです

ね、そうしたデータあるいはエビデンス、そうしたものをですね、できるだけそろえながら

愛飲を促進していきたいなというふうに考えております。

本日はですね、昨年度の会議で皆様方からいただきました意見あるいは要望、そうしたも

のを取り入れて本年度に取り組んでいる内容、それから今後の取り組みについて、いくつか

御提案を申し上げたいと考えております。時間が短く限られておりますが、皆様から忌憚の

ない御意見を頂けることお願い申し上げて、挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろ

しくお願いたします。

12.57

3 会長の選任

（司会・遠藤和久 経済産業部農業局長）

ありがとうございました。前回までは都市教育長協議会の会長であります村松様に本会

議の会長をお願いしておりましたが、委員の皆様は新たに選任をさせていただきましたの

で、本会議もあらためて会長の選任をお願いしたいと思います。会長は県民会議規則第 5
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条第 2項により委員の互選によって定めるとしておりますので、この場で会長を御推薦い

ただきたいと思います。それではどなたか御推薦をいただけますでしょうか。

（石川和弘 静岡県経済農業協同組合連合会常務理事）

はい。

（司会・遠藤和久 経済産業部農業局長）

お願いいたします。

（石川和弘 静岡県経済農業協同組合連合会常務理事）

この会議でですね、検討してまいりましたけども、すべての事項が教育現場で取り組みを

されているというのでございますから、教育現場に詳しい方、しかるべき地位のある方にお

願いしたいなと思ってございます。まず磐田市の方で非常に早くから全公立小中学校でお

茶の実際の指導などをするということでございますし、熱心に愛飲に取り組んでいただい

ていますことを踏まえますと、引き続き村松会長にですね、都市教育長協議会の村松会長に

委員長を続けていただきないと思ってございます。以上でございます。

（司会・遠藤和久 経済産業部農業局長）

ありがとうございます。村松委員が会長に適任ではないかとご発言がございましたが、い

かがでしょうか。

＜拍手＞

（司会・遠藤和久 経済産業部農業局長）

ありがとうございます。引き続き村松委員に会長をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

4 会長就任あいさつ

それでは村松会長から御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

（村松啓至会長・静岡県都市教育長協議会会長(磐田市教育長)）

皆様、こんにちは。いま御推薦をいただきました都市教育長協議会会長の村松と申します。

もとより力はございませんけれども、皆様方の御協力を得て進めてまいりたいと思います。

皆様方におかれましては各分野で、先ほど部長さんからの話しもありましたように、愛飲

の促進に御尽力をいただきましてほんとにありがとうございます。茶葉の提供や講座の開
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催、それからさらには食育カリキュラムの作成等ですね、細部にわたる内容、それからイベ

ントの開催など、着実な進展が見られたのではないかなという風に思います。

そういう中でですね、大変、磐田市の方も、コロナ 1年半、2年ですね約、大変苦しい思

いをしてまいりました。磐田茶振興協議会の方々に集まっていただいて、今年度活動状況は

どうだったかということでお話しをいろいろ聞いたんですが、やはりコロナで学校を訪問

できない、そういうパターンが多かったようです。

そういう中ですね一つ、今日持って来ました。これです。活動が出来なかったので代わり

にこれを使って、子供たちにこれを配布して、フィルターインボトル・磐田茶、中にしっぺ

いのキャラクターが描いてあるんですが、大変これを分けてですね、これをいま毎日使って

いる学校もあります。これ高くてすべての子供に配布することが出来なかったんですが、こ

ういう形で磐田茶振興協議会の方々も、今コロナ禍の中でできる範囲で頑張っていただき

たいということで、ありがたいなと思いました。

先ほど部長さんからも話しがありましたように、愛飲の意味、また児童生徒へのいかに意

識を向上させていくか、また保護者もそうですね、印刷物等をわけていただきまして、1つ

のポイントは何かと言いますと、やはり日常性、日常性、これは通年でですね、そういう習

慣…習慣化させることであると、それから 2つ目はやはり発信ですね。発信。もう県の方で

も、事務局の方でも、本当に一生懸命頑張っていただいているなと思っています。お茶の良

さや木苗教育長がこの会で話しをしていただいたやはり健康への寄与度ですね、そのへん

のところが重要にポイントになるなと、改めて思うところでございます。

本日、子供たちの意識向上、保護者への意識向上に向けてですね、いろんなご意見を頂け

るとありがたいなと思っています。本日はよろしくお願いします。

18 16

Ⅱ 議事

（司会・遠藤和久 経済産業部農業局長）

ありがとうございました。それでは早速、議事に移りたいと存じますが、本日の審議は小

中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する条例第 6条の規定に基づき開催するもの

であります。ここからの議事進行は県民会議規則第 6条第 1 項の規定により会長にお願い

致します。村松会長様、どうぞよろしくお願いいたします。

（村松啓至会長）

それではよろしくお願いします。大変短い時間ですのでいろんな意見を出していただけ

るとありがたいなと思います。委員の皆様方の協力により議事の円滑な進行をしていきた

いなという風に思いますのでよろしくお願いいたします。
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1 「小中学校におけるお静岡茶の食育と愛飲の促進について」―事務局（小林栄人お茶振

興課長）の説明

それでは早速ですけれども「小中学校におけるお静岡茶の食育と愛飲の促進について」事

務局から説明をお願いいたします。

（小林栄人・お茶振興課長）

お茶振興課長の小林でございます。それではですね、お手元の資料 1によりまして「小中

学校における静岡茶の食育と愛飲の取り組みについて」ご説明を申し上げます。失礼します。

着座にて御説明いたします。

（1）説明項目（資料 1頁）

まず 1頁目をお開き下さい。私からはまず昨年度の県民会議でですね、いただきました御

意見を初めに御説明し、その後本年度の取組状況、そして今後の取組について御説明をいた

します。

（2）令和 2年度県民会議の結果－静岡茶の愛飲の定着に向けた主な意見（資料 2頁）

2 頁目をお開き下さい。昨年度の県民会議では、主に 5つの御意見をいただきました。

まず 1つ目といたしまして、茶産地以外の学校でもＰＴＡ主体などでお茶講座ができる

ようなそうした体制作りが必要である、という御意見をいただきました。

2 つ目は愛飲の取組が難しい学校や御家庭の要因を確認し対応していくことでございま

す。

3つ目といたしまして、地域によって文化や風土が異なるため保護者の方々に丁寧に説明

し御理解をいただくこと。

4つ目といたしまして、静岡におけるお茶の位置付けについて、学問的な側面からも教育

を行うこと。

5つ目としまして、茶業者の方々と連携して、継続した取組を行っていくこと。

の、5つの御意見をいただきました。

（3） 児童生徒向け静岡茶講座の実施（資料 3頁）

こうした御意見を踏まえまして、本年度、コロナ禍の中で様々な活動を行っておりますの

で、その取組状況について御説明を申し上げます。3頁をお開き下さい。
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1 つ目の取組としまして、児童生徒向けの静岡茶講座の実施でございます。ご意見の①、

④、⑤を踏まえまして、茶産地以外の地域を中心ということで、本年度は東部、伊豆地域の

小中学校や特別支援学校を対象にＪＡ南駿の営農指導員の方々などにも御協力をいただき

まして、おいしいお茶の淹れ方などについて講座を実施しております。

（4）食育担当者向け講習会の開催（資料 4頁）

続きまして 4頁をお開き下さい。2つ目の取組は食育担当者向けの講座の開催でございま

す。日本茶インストラクターなどの資格を持っている栄養教諭の方々に講師を務めていた

だき、11月から 12 月にかけて、複数の会場で計 8回、食育担当教諭を対象としました講座

を実施してまいります。講座は模擬授業形式で実施し、お茶の基礎的な知識やおいしいお茶

の淹れ方などについて実習を行うこととしております。

（5）県内全ての小中学校へのお茶の提供（資料 5頁）

次に 5頁をお開き下さい。県内の全小中学校へのお茶の提供についてでございます。昨年

度に引き続き今年度も経済連やＪＡ・県茶商組合などの皆様が国の事業を活用いたしまし

て県内の全ての小中学校・特別支援学校の児童生徒に静岡茶を提供していただきました。お

茶を配布する際には、お手元の資料 3、後程御確認をいただければと思いますけれども、お

便りを添付いたしまして、お茶の淹れ方をわかりやすく紹介するとともに、水筒にお茶を入

れて学校に持参する取組も、御家庭にも呼び掛けたところでございます。

（6）県内小中学校へのチラシの配布（資料 6頁）

次に 6頁をお開き下さい。こうしたお茶を配布する際に、食育の授業で活用していただけ

るように、指導の事例でございますとか、お茶に関する様々な情報を取りまとめた資料を各

学校に配布を行いました。現在、教職員向けのデジタル教材や児童生徒向けのデジタル教材

を作成しているところであり、教材が完成次第、各学校に配布を行っていく予定でございま

す。

（7）ふじのくに茶の都ミュージアムにおける活動（資料 7頁）

ア ふじのくに茶の都ミュージアムにおける小中学校の施設見学の受入
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次に 7頁目をお開き下さい。ふじのくに茶の都ミュージアムにおける取組についてでご

ざいます。ここにつきましては本日、白井副館長に出席をしていただいておりますので、白

井副館長からですね、御説明をお願いしたいと思います。

24.50

（白井 満 ふじのくに茶の都ミュージアム副館長兼学芸課長）

ふじのくに茶の都ミュージアムの白井です。ミュージアムの取組について紹介します。

ミュージアムは茶の社会的教育施設として役割を高めておりまして、学校機関の受け入

れを積極的に行い、子供・若者にお茶の魅力や文化を伝えております。資料 1の 7頁の上を

御覧ください。

10 月 28 日現在で今年度は小中学校の受入が 26 校・1,030 人と記載されておりますが、

最新の 11 月 10 日時点でまとめたものによりますと小中学校は 33 校・1,318 人です。参考

に高校とか大学も入れますと、全体で 48校 2,281 人となります。実は高校生はですね、中

学生よりも多く来館しているという実態があります。小中学校の昨年度の 2020 年の来館は

24 校・1,803 人で、コロナによってだいぶ減少しましたが、最近増加傾向に移っておりま

す。

それからですね、お手元にですね、こういうようなガイドブックのチラシが入っておりま

すので、ちょっと取り出していただきますか。印刷されているもので、主にですね、小中学

校の修学旅行とか、遠足・総合学習に利用していただくために作成しました。

開けますと左の頁はミュージアムの紹介ということで、上から博物館の見学、40 分から

60分で、そして展示内容が掲載されており、左下に日本庭園 15 分、茶室見学・茶道体験が

20分ということになっております。

右側に主に学校向けのプログラムを紹介しております。学校から申込みがありますと、左

上のように、①ミュージアムの職員が会議室で全体の説明をします。②子供向けのワークシ

ートを配布して生徒 1人ずつまたは班単位で見学をしていただきます。③必要があれば職

員が説明に出向きます。午前中に見学をしていただき、料金は無料でございます。

その下の方に学校向けの体験メニューです。左の茶道体験は茶道家の先生が日本の文化

として茶道の説明をしながらお茶・お菓子の頂き方を教えていただきます。これについては

1人 500 円かかります。右の茶摘みについては年 4シーズンで行っております。通常 1人 500

円でありますが、学校向けは特別サービスということで無料にしております。ただし 5月の

連休の混雑期は御遠慮いただいております。申込はホームページから予約を受けています。

イ 学校への茶ミューキットの貸し出し

またその下の方にですね、茶ミューキットというものがあります。これはミュージアムの

来館が難しい学校におきまして用意しているものでございます。またお茶の専門家がいな

くても学校の先生だけで説明ができるように解説本をつけて利用しやすいようにしており
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ます。内容はですね、さっきの資料 1の 7 頁の下の方に少し書いてあります写真を見なが

ら見ていただくとわかりがいいと思いますが、左上の方から、商品の茶葉見本、それから香

り成分の嗅ぎ比べ、カテキン・カフェインを顕微鏡で見る、下の方に行きますと、トイレッ

トペーパーとかサプリメントのお茶の商品、それから日本と海外の生の茶葉の見本、で、最

近におきましては新たにお茶のクイズを加えました。また江戸とか明治時代のころのお茶

の浮世絵のコピーも付けてあります。常にレベルアップするようにしております。これを無

料でやりますが、返却する際は学校の負担でお願いします。3セットありますが、県教育委

員会のＥジャーナルでも掲載していただきまして、今年度は既に 20の学校で利用していた

だいて、好評で来年 1月まで予約でいっぱいです。1回につき 2週間程度利用していただく

ような格好にしております。ホームページで使い方の動画を配信しております。

ウ ミュージアムの周辺情報

最後に、この冊子・チラシの裏のページにですね、近隣の周辺の観光施設、例えば蓬莱橋

とか富士山静岡空港、諏訪原城を掲載しております。修学旅行や遠足、総合学習に合わせて

訪問されるようお勧めしております。皆さんからも利用して愛飲が進むよう広報の応援を

よろしくお願いしたいと思います。今後も県の教育委員会と連携をしながら、子どもたちへ

の広報を推進していきたいと思います。是非ご利用いただきたいと思います。以上でござい

ます。

30.09

（8）小学生向け茶協議会「Cha-1 グランプリ」の開催（資料 8頁）

（小林栄人・お茶振興課長）

ありがとうございました。それでは引き続き資料 1にもどりまして説明を続けていきま

す。

8頁目をお開き下さい。小学生向けの茶の競技大会、Cha-1 グランプリの開催でございま

す。この大会はお茶に関するクイズをはじめお茶の種類を見たり飲んだりして当てるお茶

の競技大会でございます。昨年度、初めて県で実施をいたしました。コロナ禍ということで

本来であればたくさんの参加者を集めて対面式での開催を考えましたが、これを見送りま

して、参加者の御家庭と事務局をウエブでつなぎまして、各家族の方々にも御協力をいただ

きながら大会を実施したというとこでございます。本年度につきましてはですね、対象を小

学生だけではなく中学生まで拡大しまして来年の 3月に開催をするという予定でただいま

準備を進めているところでございます。

（9）県内の小・中・高の児童生徒を対象にしたお茶の淹れ方教室の実施（資料 9頁）
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次に 9頁目をお開き下さい。これは茶業関係者の皆様によります愛飲の取組についてで

ございます。本県ではＪＡや県茶商組合、そして日本茶インストラクター協会とか各市・町

の茶業振興協議会など、多くの茶業関係者の皆様が以前から各地域におきましてお茶の淹

れ方や歴史文化、機能性など、幅広いお茶の魅力を児童生徒のほか皆様方に伝える取り組み

を行っていただいているところでございます。こうした地道な活動がですね、連日例えばこ

ういった静岡新聞でありますとか、こういったところに取り上げられているということで、

お茶の親しむ文化がですね、育まれているというところでございます。

参加者からはですね、「もっと静岡茶のことを知りたくなった」とか「この講座でお茶の

ファンになりました」など、こういった声が寄せられているというふうにうかがっていると

こでございます。

(10) 静岡茶の愛飲機会の提供

続きまして 10頁目をご覧ください。これまでご紹介しましたこういった様々な取り組

みによりまして県内の全小中学校におきます愛飲の取り組みにつきましては平成 28年度

の 287 校、36％から昨年度は 783 校、99.6％にまで拡大をいたしました。今後はこうした

取り組みが引き続き各学校や家庭で定着をしていくということ、さらにはこうした取組が

通年で実施していけるように取組んでいくことが大変重要と考えているとこでございま

す。

（11）県内の小中学校における愛飲の取組の実施方法

加えてですね、11頁をお開き下さい。これは県内の小中学校における愛飲の取組の実施

方法を取りまとめたものでございます。上段の表は令和元年度の実績でございます。一番

左に通年での実施校とございますが、これにつきましては 364 校、46％でございます。令

和元年度につきましてはやかんで提供している学校が 204 校と大変多くを占めておりまし

た。一方昨年度、コロナ禍になりますけれども、令和 2年度の実績につきましては、通年

での実施校はさらに増えまして 485 校、62％に拡大しております。特に水筒を持参すると

いうこういった取組が 446 校と大きく拡大しており、各茶業者の皆様の御協力によりお茶

の提供のこうした取組による成果が出ていると考えております。一方、やかんでの取組が

やや低下しておりますのは、おそらくコロナ禍での対策の一環がこうしたことになってい

るのではないかと推察をしております。

（12）通年で静岡茶を愛飲する取組の拡大に向けた課題と今後の取組
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12 頁をお開き下さい。このような取組状況を踏まえまして今後の課題と取組についてご

説明を申し上げます。

まず 1つ目といたしまして、通年での愛飲の取組の拡大についてでございます。課題とい

たしましては昨年度、そして本年度は茶業関係者の方々が国の予算を活用して県内の全小

中学校へお茶を提供していただきましたが、次年度以降はこうした国の事業は予定されて

おりません。また給茶器やサーバーなどを設置していくという取組も徐々に増えてはおり

ますが、予算的な確保がなかなか難しいと考えております。こうしたことから今後の取組と

しまして、各御家庭にも御協力をいただきマイボトルで緑茶を持参していただく取組をさ

らに促進をしてまいりたいと考えております。引き続き茶業関係者の皆様には御協力をい

ただき、静岡茶講座を実施していければと考えております。加えまして緑茶がもつインフル

エンザ予防やリラックス効果など、こうした客観的なデータ、エビデンスですね、こういっ

たものを広く正しく情報を発信していくことが大変重要と考えております。

（13）静岡茶の食育の機会の確保の 1

児童生徒に対する静岡茶の食育機会の確保に取り組んでいる学校の割合

36.34

続きまして 13頁をお開き下さい。ここからは少し教育委員会の方で御説明を申し上げま

す。

（櫻井澄人 静岡県教育委員会健康体育課課長）

静岡県教育委員会健康体育課課長代理の櫻井と申します。それではですね「3-2 静岡茶の

食育の機会の確保」について御説明させていただきます。

13 頁を御覧ください。愛飲条例では児童生徒の健全な心と体を培い豊かな人間性を育む

ため小中学校において、お茶のおいしさ、お茶の機能、その他のお茶に関する一般的な事項

のみならず、静岡茶の茶葉の産地、静岡茶の歴史、静岡茶の文化、その他の静岡茶に関する

事項について、児童生徒の理解を深めるお静岡茶の食育の機会を確保するように定められ

ております。小中学校においては各教科や総合的学習の時間において、お茶の淹れ方実習、

茶摘み、茶道教室などの体験学習や調べ学習、また給食の時間における校内放送、掲示資料

やお便り等の配布、クラブ活動など、学校教育活動の様々な場面でお茶に関する食育を実施

しており、令和元年度は 84％の小中学校で静岡茶の食育に取り組んでおります。

今後はですね、県内すべての小中学校でお茶に関する食育が実施され、お茶のおいしさや

機能、産地や文化などの理解促進を図り、お茶を学び、親しむことで健康な心と体づくりを

進めていきたいと考えております。

（14）静岡茶の食育の機会の確保の 2

課題と今後の取組（事務局案）
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続いて 14頁をご覧下さい。静岡茶の食育を進めていくうえでの課題としてはまず、お茶

の産地以外でも、お茶に関する食育が継続的に実施される体制を作ること、次に学校・家

庭・地域が連携した取組を実施すること。そしてデジタルツールの活用など、多方面からお

茶に関する食育の支援をしていくことが必要だと考えております。

これらの課題に対し今後の取組に記載の通り、まず栄養教諭等の食育担当者向けにお茶

の淹れ方講習会の開催を考えております。先ほど 4頁の説明にもありましたとおり、今年度

は家庭科などの食育担当教諭を対象とした講習会を実施しているところでありますが、来

年度は栄養教諭なども対象にしていきたいと考えております。講習会では栄養教諭などが

そのほかの教諭とともに小中学校特別支援学校の各教科の事業においておいしいお茶の淹

れ方やお茶の健康効果などを、その専門性を活かした授業展開が実施できるように支援し、

お茶の食育指導者としての育成を図っていきたいと思っております。

次にお茶の産地以外の地域で体験等を通したお茶の食育が無理なくできるようにモデル

校を設定しまして取組を実施し、静岡茶の食育カリキュラムモデルを作成し県内の学校で

そのカリキュラムを共有することで多くの学校で活用し継続的な指導取組ができるように

促してまいりたいと思います。また昨年度実施しました学校へのアンケートでは、お茶に関

する資料や教材の提供を望む声が多く、そのような声に応えるためにも学校で活用できる

デジタル教材を作成し、学校に提供していくことや体験活動などの講師派遣に関する情報

もですね、併せて提供していきたいと考えております。また静岡茶講座につきましては、今

年度に引き続きまして、また継続して実施を考えております。以上です。

（15）新たな認定制度の創設

40.57

（小林栄人・お茶振興課長）

それでは最後になりますけれども、15 頁をお開き下さい。新たな認定制度の創設につい

てでございます。昨年度実施しました Cha－1 グランプリで優勝しました児童からですね、

できれば中学生になっても今回勉強したそうしたことを活かしていきたいと、そういうふ

うな思いをうかがったものですから、我々としましては例えばここでは少し参考事例とい

うことで藤枝市の取組を書いてございますけれども、藤枝市ではジュニア小学生にはジュ

ニアお茶博士、そして中学生になればお茶大使というように、こうした取組を行っておりま

すけども、新たな認定制度を創設し、活動の場を少し作っていくというような取組を検討し

ていきたいと考えているところでございます。今後ですね、一部の県民会議の委員の中の少

し御協力をいただきまして、新しいこういった制度の創設に向けて検討していければと考

えております。検討結果につきましては次回の県民会議で御報告をさせていただければと

思います。
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以上で私からの説明は終わりますけども、別刷りでですね、今回少し時間がなくて説明が

できませんでしたけども、大変中身の充実しているこうした愛飲の取組を紹介するような

冊子、事例集なども、教育委員会の方で作っていただいておりますので、また後程ご覧いた

だければと思います。説明は以上でございます。

42.54

2 各委員からの感想・意見・提案等

（会長・村松啓至）

ありがとうございました。報告を聞かせていただいて、着実な進展があるのではないかな

というそういう感想を持ちました。ただ今事務局から小中学校における静岡茶の食育と愛

飲の促進について説明がございましたが、皆様方の方から、御感想、御意見、御提案等を伺

いたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

（1）佐々木余志彦委員の質問とそれに対する県からの回答

ア 質問―茶ミューキットの貸し出し状況及び Cha－1 グランプリと Tea－1 グランプ

リとの棲み分けについて

（佐々木余志彦委員 静岡県茶商工業協同組合理事長）

ひとつ、よろしいですか。

（会長・村松啓至）

はい、お願いします。

（佐々木余志彦委員 静岡県茶商工業協同組合理事長）

静岡県茶商工業協同組合の佐々木と申します。いつもですね、村松会長の御挨拶、冒頭の

通りですね、県の皆さんの力強いこの事業への御推進とあるいは茶業あるいは茶文化への

御協力に対して感謝申し上げたいというふうに思います。

それでいま御説明があった中で、白井さんの方からキットの貸し出しがあるということ

なんですが、どのぐらいの件数が、本年度ですか、貸し出されたのかという実績はございま

すでしょうか。

2つありまして、もう一つはですね、Cha－1 グランプリと、それから民間で行われている

Tea－1 グランプリとのですね、この棲み分けというか、その辺をちょっとどのようにされ

るのかというのが気になったものですから、そこをいただければありがたいんですけれど

も。以上です。
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イ 回答―茶ミューキットーの貸し出し状況について、白井満ふじのくに茶の都ミュー

ジアム副館長兼学芸課長

（会長・村松啓至）

それではまず白井さんの方からお願いします。

（白井 満ふじのくに茶の都ミュージアム副館長兼学芸課長）

今年度にあってはですね、4月から年内くらいでだいたい 20 校から申し入れがあって、

今、待ちがずっとあって、来年の 1月までは使えない。3セットありますが、使えないとい

うかもう予約でいっぱいになっちゃって、もっとたくさん作ってくれって要望があるんで

すが、貸し出しの事務というのが意外と調整がつかず、今 3セットでどうにか回していま

す。そんな状況で、今のところは人気があると。去年の秋から始めたところであります。

ウ 回答―Cha－1 グランプリと Tea－1 グランプリとの棲み分けについて、小林栄人お

茶振興課長

(小林栄人お茶振興課長)

それから 2つ目のご質問の Tea－1グランプリとの棲み分けということでございます。Tea

－1 グランプリと申しますのは、それこそ、これも一番最初は、もう 10 数年経つんでしょ

うか、今県内では 10 までは言ってないと思いますけども、弱だと思いますけども、やはり

小学生を対象にですね、例えばクイズであるとか、お茶を実際に淹れるそういったものを、

一定の所作を見ながらですね、それを見てですね、一定のレベルであればその方々を表彰す

るというようなそういった非常にお茶に親しんでもらうような、そういった取組を市であ

ったり、農協さんであったり、茶商の方々であったり、インストラクター協会であったり、

そういった方がいろいろ御協力をしてですね、各地域ごとでやっているものでございます。

で、こういった取組がずっと続いてきてですね、一昨年、実は島田市長の方からですね、で

きれば、島田市でも開催しているんですけども、そういった子供たちのもう一歩上の県段階

での何と云うんでしょうか、取組をやったらどうかというふうなご提言がございまして、昨

年度初めて県としてですね、Cha－1 グランプリというところで取り組みを行ったというと

ころでございます。ですので、地域と言いましょうか、それを越えて、県下全域で、こうい

った取組をやっている…Tea－1グランプリって、一寸長くなって恐縮ですけれども、茶産

地以外のところでは実はあまりやっていないものですから、茶産地以外の子でもですね、興

味があれば是非参加してくださいと、というようなところの趣旨でですね、開催をしている

ところでございます。

（会長・村松啓至）
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よろしいですか。キットの数の話しが出ましたけれども、キットの数が増えるといいです

がね。なかなか増やすわけにはいかないわけですね。

（白井 満 ふじのくに茶の都ミュージアム副館長兼学芸課長）

検討して。要望に応えられるかどうかわかりませんが。

（2） 土屋裕子委員（日本茶インストラクター）の質問―父兄の反応や家庭での問題点は

（会長・村松啓至）

大変人気があるようで。はい、じゃあほかにいかがでしょうか。はい、じゃあお願いしま

す。

（土屋裕子委員 日本茶インストラクター)

48.23

日本茶インストラクターの土屋と申します。よろしくお願いいたします。県というか教育

の現場の方に伺いたいんですが、父兄の方にも協力を呼び掛けて下さって、水筒持参で愛飲

を進めてくださっているという取組のお話を伺いましたけれども、学校での取組に対して、

父兄の方の反応というのはどういうふうな形で入っているのか伺いたいと思います。とに

かく子供の数だけ父兄がいらっしゃって、倍大変なんじゃないかと思って、いろんな意見が

あるんじゃないかと思うんですね。父兄の方の反応、実施した報告ということは受け止めま

したけれども、実際に現場でそうしたことで何か問題点であったりとか、お茶に対しての、

要は子供たちというよりその先、親、父兄、家庭の中での何か問題点などがあったら伺いた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。

（3）木苗直秀静岡県教育委員会教育長

よろしいですか。教育長の木苗です。お茶についてはですね、私も研究そのものもやって

ましたし、そしていま皆さんお話しがあるように子供の時から飲んでもらおうということ

で、これは我々も仕事としてやってはいるんですが、と、もう一つ今度はコロナがありまし

たので、いろいろなものが今かなりブレーキがかかっちゃってですね、ただ僕、今年は実は

一回しかお昼にですね、伺ってないんですよね。あとはちょっと色々コロナの関係で、止め

ていたんですけども、ただ実際には学校ではですね、それぞれ給食をお世話している先生、

それからクラス担任の先生方がちゃんとそのへんはカバーしてくれますし、もちろん先生

だってお茶を飲みますのでね、そういう点では僕は非常にいいことだなと思います。

で、まあいろいろのイベントとしてやるのもいいんですが、実際には毎日飲むんですよね。

それからもう一つ、家族にはですね、それよりご家庭では、みんな誕生日もありますしね、
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本来、うちでご飯を食べますよね、朝とか晩とか、なんかそういう時に、お茶を飲むだけで

はなくて、いわゆるお茶を通してと言いますか、そういう時間を使ってうまくコミュニケー

ションを、御話合いをするとかですね、何かそういう時間にするといいかなと。誕生日は必

ず来ますよね。そうしたときに、お菓子とか何か買って…そうしたときに、やっぱり含めて

ですね、そうすると、かなり色々場面がありますね。僕、自分のうちのことも考えながら言

っているんですけれども、そうしてみると、「さあ、お茶を飲みましょう」というのは、一

種の強制みたいになっちゃうと、そうすると今度はですね、その時間というかその時期、要

するに小学校、中学、もう終わると飲まなくなっちゃうかもしれない。そうじゃなくて、そ

れを通して、ある意味では一生飲めるような。それはですね、わたくし、今年、12月 24 日

にオンラインでやるんですけれども、ノーベル賞学者の山中先生含めてですね、それから京

大の山根先生らと一緒に「健康寿命は皆で伸ばせる」という、そういうようなフォーラムを

やるんです。世界健康フォーラムというのを。で、その中で、私ももちろんお話しをさせて

いただきますけれども、そうしてみると、皆さん、世界でも注目されているんですね。静岡

県だけではなくて、日本、そして世界で。だからそういう意味では、もうちょっとアピール

しなければいけないなと思っているのが一つ。それからもう一つはですね、お茶をどうして

手に入れるかということなんですが、私、実は沼津の出身なんですけれども、山、愛鷹山が

ありますよね、あの中腹にうち茶畑があったものですから、麦も作ったりなんかしてたもの

ですから、そういうところでお茶を刈るのももう全部、小学校の時から当たり前にやってい

たものですから、そうすると、ちょっとそういうのも一緒にね、小学校の校庭のところ一部、

お茶の木を植えてね、何かやるというともっと楽しくなるかなと僕は思うんです。

だからそういう意味で負担をかける、子供たちに負担をかけるのではなくて、子供たちが

ほんとにそういうものを育てて、そしてそれをまた、よくありますよね、果物でも何でもい

ろいろ摘み取って何か、もうちょっとストーリーとして、一生の中でお茶はどうするんだと

いうようなこと、それはそれから健康にいいよということを含めて、それが静岡県だけでは

なく、日本のアピールにもなるし、そういうことで考えていくと、今やっていることはすご

くいいことだと思うんですが、もう一段上げてですね、だいたい市町から言われるのはお金

がないからお茶は買えませんと、必ず言われるんですよ。僕はそうではなくて、皆で作って

みて、静岡って温暖ですからね、どこでもできますけども、だからそういうことも含めて、

大きく考えるといいのかなと。夏休みに皆であれするとかね、そういうことをやりますとね、

ある会社、有名な会社はちゃんと表彰してくれます。今、毎年 30 件ぐらい表彰して、自分

が委員長でやっているのであれですけれども、そういうようにしてもうちょっと、それをも

ちろんＰＲしなければいけないかもしれないですけれども、要するに何かお茶がここにあ

るから飲むんだというのではなくて、もうちょっと原点に戻って、そういうようなものを、

苗木を売ってますよね、あそこのセンターに、なんかそういうようにしてやる、時間がかか

りますけれども、今はとりあえずお話しがあったようにやるんだけれども、もうちょっと教

育とかね、という面で考えると、与えられたものを何かするだけではなくて、もうちょっと
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自分たちが積極的にやる、それは卒業してからもいろいろ仕事に対してそうだと思うんで

すね。そういうやろうという気が起こるかなと思って。静岡ってこんなに温暖で、気候もか

なりもちろん温暖ですし、食の宝庫ですので、その中でお茶を飲む一時期はどうなのかと考

えると、そうとう僕いろんな面でいいかなと。

ちょっと長くなりましたけれども、そういうことで、皆さんが言っていることをうまくま

とめて、ただ事業をやるだけではなくて、それから県外からも、例えば東京都から他からも

バスで何台かでですね、静岡県の例えばあるいくつかの場所、もちろんこのお茶のセンター

もやっているかもしれませんけれども、かなり見学に来ているんですよ。そういうときお話

ししてあげれば、もっと静岡のお茶が県外もみんな飲んでくれるようになる。我々静岡だけ

良ければいいのではなくて、もうちょっと、国内のあるいは場合によってグローバルに考え

なくてはいけないということでは、せっかくのお話をもうちょっと整理整頓しながらやる

ことによって世界にも、いま実際には行っているんですけども、流れている、そういうふう

なことで考えていただくと、今度はそれが子供たちの教育の中で、物事はローカルにそして

グローバルに考えようと、いうようなことで参加する人も。ちょっと余分なことでしたけど

も、そんな感じがします。ありがとうございました。

56.10

（会長・村松啓至）

家庭の習慣化とか、大きい範囲でグローバルな見地で、家庭でいかに習慣化されるかとい

うのがね、木苗先生よくおっしゃることで、それとあと山中先生の話しも出てきましたけど、

何とかエビデンスを、いろんな科学的なエビデンスというのは出ているんですよね。あるん

ですが、何をどう拾うかというのがポイントになるんですね。是非ともそのへんのところを

またやっていただきたい。

それで土屋委員から出たのは、保護者はどうだという話ですよね。保護者はどうだという

話は、こちらで話し、牧野校長の方から話を、ちょっと紹介をしたいと思いますので。

57.00

（4）牧野美砂子委員 県校長会理事 島田市立金谷小学校校長

金谷小学校の校長の牧野と申します。本校は島田市ということで、島田市緑茶化計画とい

うことで、市でもお茶の推進をしているところですし、先ほどお茶の都ミュージアムさんの

話がありましたが、地元で、本校は 12月に今度予約を入れさせていただいているんですが、

金谷は、金谷の茶祭というふうなね、ということで 2年に 1回、茶祭もしているぐらいで本

当にお茶はもう身近で切っても切れないし、皆お茶大好きなので、ちょっと他の学校とは事

情が違うかもしれませんが、水筒にお茶を入れてくるというのは、そういう環境ですので当

たり前ですし、もう喜んでというか、皆お茶を日々飲んでいます。

転校生があったりすると、そういうお茶にあまり親しんでいない地域から来た転校生の

保護者なんかは最初はあれ、とやっぱりね、思う親も中にはいます。ですが子供が 3年生に
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なると総合的な学習の時間の中でお茶の勉強をするんですね。その中で調べ学習をいろい

ろ、お茶の地元でいろいろわかっているといっても、子供たちがさらにいろいろ調べたり、

保護者や地域の人からいろんな人から聞いて、お茶のことを学んで行ったり、そういった体

験もいろいろ説明をしたり、茶工場に行ったり、茶農家さんと連携をとったり、手揉み体験

をしたり、ほんとにいろんなことをする中で、お茶の良さというのを学んでいくと子供がう

ちに帰って親にとかお祖父ちゃんお祖母ちゃんとかに、お茶の良さとか、健康にいいとか、

とてもおいしいとか、こんなにふうに皆頑張って作っていて、その良さを伝えたいとかとい

う色々な学びをして、家に帰って、言うものですから、転向してきた親も子供たちが、子供

の方から積極的な学びというか、をして、それを発信していくということで、他地区から来

た転校生の親なんかもそれに影響されてというか、ああそうなんだ、ということで、積極的

にまたお茶を飲んでいくという風なことになるので、子供が学んで発信をしていくという、

そこってすごく大きいなということをね、そういう事例から思います。

なので、島田市でだけでなくて、色んな学校でお茶の良さを子供たちが進んでいろんな機

会に学んでそれを家庭や地域で広めていくというか、そういうところは、すごく大事なとこ

ろだなというふうに思っています。なので水筒にお茶を入れてくるというのは、習慣化され

てくるとそれが当たり前になっていて、保護者も特に違和感なくやっていけるのではない

かなというふうに思います。1.00.30

（会長・村松啓至）

ありがとうございました。では、久保田委員。

（5）久保田浩子委員 町教育長会理事（函南町教育長）

函南町の久保田でございます。私は昨年まで現場の中学校の方で仕事をしていました。東

部地区ということで特に伊豆の山間部になりますと、なかなかお茶を作る場所がないとい

うような状況でございます。私の過ごしています伊豆の国はまだ平地があったり山もなだ

らかですので、お茶を作ってそして体験をしている子供たちもいます。函南町の方でもちら

ほらは茶畑があるような状況ですけども、昨年お茶をいただいたんですよね、たくさん。た

だ分けるだけではね、保護者の方に伝わらないということで、去年私は給食、栄養教諭の担

当でしたので、食と体ということで、それぞれ 1枚やはり書いていただきまして、プリント

を作っていただきまして、それも県からいただいたものにプラス入れて配布をしていただ

いたような取組をしました。本校においては、6月に早くいただいた結構いただいたと思う

んですけれども、体育大会が去年コロナの関係で縮小になって保護者の方たちが見られな

かった、参観できなかったわけなんですけれども、学校で特別に用意した参加賞、いつもは

ないんですけども、参加賞とこのいただいたお茶を袋に入れましてご案内の配布と町で作

りましたものを入れて、子供たちに持たせました。そしたら、おいで下さった保護者の方が
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「こんなにたくさんお茶をもらってありがたいです」っていう声が何人かの方からござい

ました。東部の方もたぶんほとんどの学校が特にこの冬場は先ほどから話題になっていま

すように、もう水筒の中にお茶を入れてお茶うがいをするというのが小学校のころからほ

ぼ実施しているような状況で中学生になってもほとんど中身はお茶になっています。夏場

はまた違ったものになりますけども、冬は特に東部の方でも保護者の方もお茶を入れると

いうのはかなり定着しているのかなというふうに思っているところです。

あと学校には関係がありませんが、お金がなくて、木苗教育長さんのお話しがありました。

学校そして教育委員会の方もお金がなくて、お茶が買えません。で皆さんが、変な話しです

けども、通夜・葬儀のときに返礼でいただきますお茶が家で飲みきれないという方たちが皆

さん学校の中でも持ち寄って、そして使っている。私ども教育委員会におきましても、皆さ

んでいただいたものを持ち寄って無駄がないように使っているというような現状もござい

ます。長くなりました。

1.04.11

（6）フィルターインボトルについての土屋裕子委員と村松啓至会長とのやりとり等

（村松啓至会長）

はい、ありがとうございました。保護者の実は反応が、ここで通年で静岡茶を愛飲する取

組の拡大の実は重要なポイントで、土屋委員がおっしゃっておいで、今お 2人に、牧野委員

と久保田委員からお話しがあったように、お茶を使ってやろうとしているというのは確か

にあります。だけどですね、学校からそれを説明すると、中に、なんでお茶を入れないとい

けないんだと怒られるときがあります。夏場お茶を持って来ましょうねという、なかなか水

だしのお茶のおいしさというのって浸透するのって難しいなと思っているんですが、やっ

ぱりスポーツドリンクそれが中心になりますので、なかなか難しいところがあるなという

ふうに思いますけれども、だけどその辺のところを、いわゆる健康のためにという、エビデ

ンスの話が出ていますが、健康のためにというところが重要なポイントになってくるなと

いうふうに思っています。よろしいですか。

（土屋裕子委員）

また、1つ質問していいですか。村松会長に伺いたいんですが、さっきのフィルターイン

ボトルの提供はそれは商工からですか。

（村松啓至会長）

いや、これは違います。市と商工会が提携して。

（土屋裕子委員）

磐田市で実施したということですか。
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（村松啓至会長）

はい、そうです。

（土屋裕子委員）

全員にはいかない。

（村松啓至会長）

いかないです。ある特定の学校だけです。

（土屋裕子委員）

じゃあ、モデルというか、実証的に、実験的にというか。

（村松啓至会長）

はい、これ、たくさん作れば安くなりますけれども、これ 1本 1,800 円から 2,000 円いく

らかかかるんです。1本で。もし作ってどっかで協力していただければもう少し安くなると

思います。

（土屋裕子委員）

すごくいいなと思ったものですから、まとまればいいなと思って

（村松啓至会長）

うまくできているんですよ、実に。ここの…これ、皆さん、ご存じですよね。ここでとれ

るようになっています。硬質プラスチック。

（土屋裕子委員）

ありがとうございました。習慣的にお茶を飲んでもらう取組として、やっぱりこれから重

要なことかなと思って質問させていただきました。ありがとうございました。

（村松啓至会長）

先ほど久保田委員から茶葉を提供していただいて、体育大会の時に配布したんですか。石

川委員、そういうこともあったわけですけれども、茶葉の提供等についてですね、石川委員

の方から少しお話しをいただきたいなというふうに思うんですが、よろしくお願いします。

1.07.21

（7）石川和弘委員 静岡県経済農業協同組合連合会常務理事
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経済連の石川でございます。先ほど小林課長から説明も若干ありましたけれども、わたく

しども JA グループとしてですね、本年度につきましても補助事業を使いまして、小中学校、

私ども小学校を中心にやらしていただいてますが、学校給食への食材の提供というような

ことでですね、県下の小学校にお茶を提供させていただきました。目的は先ほどから出てい

る通りですね、お茶に関する理解の促進をしていただく、また愛飲ということでございます

けれども、私どもは経済団体でございますので、消費拡大というものも含めてお願い、目的

にやらしていただいた、ということでございます。

提供させていただいたのはリーフ茶と、抹茶と、ティーバック等も作ってですね、提供さ

せていただいたということです。経済連としましては、526 校に配布をさせていただきまし

た。あと県内のＪＡ、農協でも 275 校には配布したと、若干ダブっているところはあります

けれども、させていただいたということです。提供は提供として、先ほど運動会の景品でと

いう話題もありましたけれども、いろんな方からお礼のお手紙なり届いていますので、内容

を見てみますと、お茶の効能の報告をいただいたと、これから毎日飲みますという強い言葉

も聞かせていただきましたし、これはご父兄の方からもお手紙をいただきましたし、児童さ

んからも手紙をいただいたということでございます。中には家族のだんらんが増えたとい

うようなこともお手紙の中に入ってございましたので、それはやってよかったなというこ

とを判断してございます。

またいろんな茶の淹れ方教室等につきましては、私どもの持っている団体の事業も活用

しながらですね、県下の 11 でお茶を作っていますけども、 11 の農協でお茶を作っていま

すけども、11 の農協が、管内にある学校の皆さんにですね、淹れ方教室等を実施をさせて

いただきながら、効能だとか当然、文化だとか、その地域の特性だとかというのを説明を、

今後も愚直に続けていきたいなということでやってございます。いろいろとやってくる中

でですね、やっぱ学校でも飲む、ただし家庭では必ず飲むというのがキーポイントになって

くるのかなと思っていますので、今後についてもお茶を飲む機会を作るために、私どもも、

いつまでも提供はできないかもしれませんけども、いろんな部分の中で浸透につながるよ

うに一緒に行動していきたいと思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。以上

でございます。

1.10.14

（村松啓至会長）

ありがとうございます。ほんとにいろいろ活用していただきましてね、ありがとうござ

います。学校でも飲む、家庭でも飲む、なかなか家庭生活もかなり難しい状況があったりし

ますけれども、ほかにいかがでしょうか、今まで話題になった内容でですね、あと食育の観

点、食育カリキュラムについてもいろいろ話しが出ていたんですけれども、いかがでしょう

か。はい、天城委員、お願いします。

（8）天城真美委員 静岡県ＰＴＡ連絡協議会副会長
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静岡県ＰＴＡ連絡協議会副会長の天城と申します。私は沼津市から参りました。沼津市

は沼っ茶ですとか、ペットボトルの沼っ茶また素六茶という粉茶がありまして、それを市民

たちは皆さんすごく、ラブライブというアニメともコラボしている商品もあったりするの

で幅広く知られておりますし、何か行事があるとだいたい沼津のアピールということで沼

っ茶を提供するようなことはすごく多い地域であります。

父兄の意見としてなんですけれども、静岡県の方からお茶をやはり子供がもらってきてい

ました。最初の年には粉茶で、素六茶というものをいただいていたんでね、それだと手軽に

お湯で溶かすだけだったのでいろいろな場で利用されていまして、私、息子がスポーツをや

っていますので、スポーツの活動の時にも素六茶が少し余っているから、今日もってきたか

らみんなで飲もうよということで、そういった場面でも素六茶を飲ませていただいて、幅広

く皆さんに知っていただく機会にもなったというふうにも感じました。

で、昨年と今年かなと思うんですけれども、あとお茶を 2回ぐらいもらってきた記憶があ

るんですが、その時は普通に茶葉のお茶をいただきました。確かに量がすごく多いのでこん

なにたくさんいただいていいんでしょうかというふうに思ってしまったぐらい皆さんもら

って帰って来たんですけれども、ちょっとある時、たまたま配布の日に私、学校にうかがう

用事がありまして、その時に同席したんですけれど、先生が配っている時に、その前の日に

お茶をいただけるということは子供たちに言ってあったみたいなんです。そしたらもう水

筒をお湯の状態でもって来た子がいたんですよね。だけど粉茶ではなかったので、茶葉だっ

たので、「入れられないー」って「僕、すごく楽しみにしてきたのに」という現場にたまた

ま遭遇しまして、その子はちょっと悲しんでいた姿が今すごく思い出されました。

そんな事がありましたので、やはりマイボトルを推奨していくということがあるんであれ

ば、やはり手軽に飲めるもの、家ではお茶をきちんとお湯で入れるということはもちろん、

大事になってくるかもしれませんけれども、普段から使えるというふうな手軽さで考える

と、粉茶のほうが手軽でいいかなというふうな意見を保護者としては持っておりますし、水

出しとなると、マイボトルを持っている子はやはり見かけないですね。ふつうの水筒でもっ

ている子がすごく多いと思うので、そういった部分でもちょっとご検討していただけたら

なというふうに思いました。以上でございます。

1.13.53

（村松啓至会長）

さすが保護者の観点ですね。ここの部分のことを言っているんですね。つまり淹れ方、ど

ういうふうに淹れるかというのが、私どもがお茶の淹れ方という話しをしていますけれど

も、子供にとってまたはご家庭にとってお茶をどういうふうに淹れて提供するかという、そ

のへんのところを、どう云う風ふうにするかということによって、子供たちの状態が変わっ

てくる、またはご家庭での状態が変わってくるということですね。なるほどですね。そのへ
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んのところ、一考が、小林課長、必要かもしれませんね。はい、ほかにいかがですか。いや、

小林さんどうぞ。

（9）小林栄人お茶振興課長

貴重なご意見ありがとうございます。それこそ我々もマイボトルでもって行ってお茶を

飲むとかですね、例えば児童生徒でなくても一般の方々も手軽にお茶を飲むというこうい

ったスタイルがもう非常に増えてきていると言いましょうか、そういったところに対応し

ていくというのが、お茶業界では大変重要なところでですね、今そういった取組を進めてい

るところでございます。一つは粉茶でありますとか、例えば子供用の水筒にあったような例

えばティーバックであるとか、ちょうどあったようなティーバックを作ってそれを配布す

るとか、そういった、しかもおいしくとか、熱湯で入れても例えば渋くならないとかですね、

いろいろあるんですけれども、そういう工夫をやっぱりこれは、お茶の業界の方としても、

我々の方としても進めていくと、その辺をやっぱり重要かなと思っております。私がちょっ

と全部、提供できないものですから、大変恐縮ですけども。

（村松啓至会長）

ありがとうございます。ほかにどうでしょうか。じゃあ、上野委員お願いします。

1.16.00

（10）上野由紀夫委員 静岡県私学協会理事 浜松学院中学校校長

浜松学院中学校の上野と申します。よろしくお願いします。この愛飲会議に出席させてい

ただいて、自分もお茶を飲む意識というのが高まったのが嬉しいなというふうに思ってい

ます。それでやはり私立ですと、難しさを感じています。給食指導も中学校でもありません。

栄養教諭もいません。校内には自動販売機がたくさんあるということで、何とかお茶の意識

をというふうに、どんな種をまけばいいのかなということで、自分もどうすればいいかなと

苦労しているというと変ですが、一つは国庫補助事業でお茶をいただく機会があったもの

ですから、ホームページだとか、学校便り、自分が作っているものですから、それを通して

保護者の方にこんな効用があるから、こんな貴重なものをいただきましたよということを

発信することかなということを思っています。

もう一つは今年度ですね、自分もふじのくに茶の都ミュージアムに、遠足で、ここに行け

ここに行け、ということで、生徒が行きました。自分は最初にちょこっと下見に行った時に

「こんないい施設なのか」って、僕、びっくりしまして、ただ自分は博物館のどこを見ても

興味はあるんだけど、子供たちはどうかなと、ちょっと心配しました。ただ行ってきた教員

に聞くと、子供たちが、やはりワークシートがあって、学習があって、ということで、時間

が足りないぐらい喜んで帰ってきました。茶道体験ができたり、その施設にということで、
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そんなことでさっき種をまくという話しをしたですが、子どもたちのお茶への意識という

のは高まったかなというふうに思っています。

ただあとは、お茶の日常化というかですね、これをどうもっていったらいいのかなと、事

あるごとに茶を提供していただいた時は保護者会で自分が話しをするようにしてますけれ

ども、それが実践の中で家庭でどう浸透しているかというのはまだちょっと、金谷小学校さ

んと比べると保護者の意識というのは全く違うのかなというふうに思えます。家庭科の先

生に言うと急須のないお宅も結構あるというのは現状で、家庭でもまた同じぐらい急須が

ないのかなと、そんな事を思いながらいるのですが、できるだけ多く学校で発信をしながら

行きたいなと思っています。それには自分もそうですが、職員をやはり啓発していかなけれ

ばいかんなということも、教員へ、啓発していかなければいかんということも感じています。

以上です。

1.19.21

（村松啓至会長）

ありがとうございました。急須という言葉が通じない時もありますので、保護者と話しを

しているときに。そういうことがあったりしますけどね、だけど、そこのところを乗り越え

ていかないといけないというふうに思いますし、特に上野校長先生のところは、いろんな地

区からくる子供が、多様な子供がいるものですから、なかなかその辺大変なところもあるの

ではないかなと。地域がなかなか難しいんですよね。そのへんのところ、いろいろご苦労を

聞かせてもらいました。西原委員、先ほど。

（11）西原睦実委員 静岡県農業経営市協会茶部会長

農業経営士協会茶部会長の西原と申します。生産者として、このように教育現場の方や、

行政担当者の方が真摯に取り組んでいてくれているということをほんとにありがたく感じ

ます。実はこの辺になるということで資料を先にいただいて、社員と「どうすれば小中学生

に愛飲の促進ができるのかなあ」なんてぼやきながら話しをしておりました。そしたら 25

歳の社員が「西原さん、毎年やってるじゃん」と云うんで、「なんだっけ？」と言ったら、

実はコロナで 2年ほど中断しちゃっているんですけれども、私、川根本町なんですけども、

川根本町に東京の筑波大の付属中学が修学旅行でやってきます。ちょうどお茶の時期の 5月

にくるんですけども、うちでは、各班に分かれて来るんですけども、6人ほど預かります。

それで急須ありますか？ お茶飲んだことありますか？ とか、そういう質問の中で、だい

たい半分の方が「急須はうちにはないです」とおっしゃいます。で、自分はじゃあ、どうす

るかというと、安物なんですけど、常滑の急須を、あとお茶を帰り際にプレゼントして、修

学旅行ですからお礼の手紙とかそういうのをたくさんくれるんですけども、このお茶の淹

れ方を一応、一通り教えて「誰か好きな人とか大切に思っている人に淹れているのをメール

で下さい」と、「学校の宿題として別にお礼の手紙はよこさなくてもいいから淹れて下さい」
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というと、ほんとに皆さんまじめに、友達とかお父さんだとか、お母さんに「こういう淹れ

方で飲めばおいしいと教わってきたよ」っていう、一つのストーリーができるわけです。そ

の子たちはずっと、ありがたいことに、うちのお茶を購入していただいています。決して量

は多くはないんですけども、一つ食育というか、愛飲の促進なのかなと。

今すごくがっかりしているのが、せっかくそのようないいものを作ったのに、一部の学校

というのはすごく残念だと思うんですよ。これを本当にいろんなところにお願いしなきゃ

いけないんですけれども、中にはスポンサーになってね、もちろん名前なんかは、こういう

ことを言っちゃいけないのかな、ここでは、名前が入っちゃったりするのかもしれないです

けど、だけど是非、それ多分大量につくったら製造原価は数 100 円だと思います。そういう

ことがもし可能で、それが愛飲に結びつくなら、是非やっていただきたい、そんなふうに自

分は感じました。

1.23.15

（村松啓至会長）

はい、ありがとうございます。お茶に関するストーリーができるというね、子供のストー

リーができるというのは大事なことかなと、改めて思うところですね。

先に和田委員の方に。

（12）和田康委員 静岡県農業協同組合中央会常務理事

ＪＡ静岡中央会の和田です。よろしくお願いいたします。ＪＡの取組は先ほど石川経済連

常務から話をしていただきましたので、私は個人的なご意見を言わせていただきます。

私どももこの食育ということについては、お茶だけではなくて、ＪＡグループを挙げて取

り組んでいます。当初、食育というのは、いわゆる収穫体験というのが主であって、その一

過性で終わってしまいますので、最近は、栽培から収穫、それから加工して、調理して、食

べると、そこまでというところがいま増えてきています。それだけ、そういうことはたった

1日ではなくて、かなり、栽培期間も、長くお付き合いできますのでそんな形でやっている

ところであります。

私どもＪＡとすると、そういった食育を通じて地産地消ということで、というところがあ

るんですが、それがなかなかご家庭までは、届かないというところです。やっぱり子供さん

が喜んでくれる、ご自宅で色々話をしていただいているというところもあるんでしょうけ

れども、一方で、そのものはどこに行って買っていいのかわからない、あるいはコスト的に、

というようなところもありましてというところです。

お茶というのはまさにおんなじような形になるんだろうなというところです。先ほど言

ったように急須がないというご家庭もありますし、日常的にお茶を飲むという文化がない

というところであろうかと思います。お茶の文化というと、私どもからすると、生産者から

するとやっぱり急須で淹れていただいて、適温で淹れていただいて、飲みながらほっと一息
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というのが、私どもするイメージであろうかと思いますが、なかなかそういうところは行き

ませんので、先ほどお話しがありましたように、スポーツの後にガブ飲みするとか、とにか

くお茶に慣れ親しんでいただかないと、このお茶の文化が途切れてしまいますので、まずは

間口を広くという形で私どもも取組でいかなければなー、というふうに思っているところ

です。なかなかの御家庭まで御理解いただくというのはなかなか難しいこととは思います

けれども、そこはしっかり地道にやっていくしかないのかなと。今皆さんお取り組みいただ

いている数字を見ましても、かなり数字的には上がってきているというところで、次のステ

ージへというところであろうかと思いますので、私どもＪＡグループとしてもしっかり対

応させていただきたいなとそんなふうに思っております。以上です。

（村松啓至会長）

次のステージへということで、力強いお言葉をいただきました。

佐々木委員、先ほど質問だけだったですので、活動、力強くまた、発言をお願いしたいな

と思います。

1.26.47

（13）佐々木余志彦委員 静岡県茶商工業協同組合理事長

県茶商としてもですね、毎年これまで数十年にわたってですね、お茶の淹れ方教室という

のを開催させていただいておりまして、今年もコロナ禍ではあったんですが、その中でも 9

校の小中学校に出向きまして、お茶の淹れ方教室を開催させていだいて、今年はこの 10 月

までですが、465 名の生徒さんにレクチャーをさせていただいたというような事がございま

す。

この数十年続いたお茶の淹れ方教室に関してですね、思うんですけど、じゃあ数十年経っ

て 30 年前にお茶の淹れ方教室を習った子たちは今 42 歳とか、40 歳前後の大人になってい

るということなんですけども、それでお茶の消費が伸びたかというと、なかなかそこは伸び

てなくて、そこは茶業界のすごくジレンマでですね、なぜ一生懸命教えているのに、小さい

ころ教わったものは大きくなって活かされて来ないのかということが一つありますので、

この事業をやっていたんだくにあたってですね、ひとつお願いしたいのは、この授業を受け

たことによって、このカリキュラムを受けたことによって、飲む回数がどう変わったのかと

か、あるいは家族の団らんの時間が増えたのかとか、そういったことをちょっと、代表的な、

全員はなかなか難しいものですから、200 名ぐらいのアンケートなら、アットランダムにや

っていただくことができるんじゃないかというふうに考えているんですね。あるいは健康

的になったような気がするとか、なんか安らぐような気分が安らいでよかったとか、という

ようなこともですね、聞きたいことですし、それから今ＰＴＡ連絡協議会の副会長さんがお

っしゃったような、親御さんたちの意見、これをちょっと、吸い取っていただきたい、今こ

こで伺ったんで「ああ、こういう意見もあったんだ」って私もわかったわけですけど、もう
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すこし広く、今言った 200 名の方、児童さんとそれからその保護者の方ということで、両

方からですね、アットランダムにとっていただいて、何がお茶の問題点なのか、どうすれば

お茶をもうちょっと活用していただけるのかというものをですね、吸い取っていただきた

い、そうすることによってこの事業の振り返りにもなると思うんですね。良かったのか悪か

ったのか、こうした方が来年はもっと良くなるぞというところが見えてきて、この事業はよ

りステージが上がっていくと、というふうにはちょっと思うんですね。

それともう一つ。せっかくこのごろ県の方で指導してやっていただいているカテキンが

コロナウイルスに効くというようなことが出てきましたんで、そのエビデンスがはっきり

した段階では、宣伝になってはいけませんが、逆に法に触れてはいけませんが、そういうエ

ビデンスだけは、発表されたという事実をですね、お茶と一緒に配布していただくというの

ができれば、お願いしたいなと思うんですね。このチラシとお茶の効能みたいなものも配ら

れているようですので、そうすることによって、今ちょうど小学生、中学生の親子さんたち

は、盛んにＳＮＳをやっていらっしゃる世代ですので、その辺から情報発信ができればまた

静岡の茶業もあるいはお茶文化も、もう少し全国に広がっていくんではないかなと、こんな

ふうな気がしております。これはご意見、申し上げました。

1.30.20

（村松啓至会長）

はい、ありがとうございます。より具体的にアンケート、調査しながら、それからあとＳ

ＮＳ等をどう発信するか、エビデンスの問題もありましたけれども、またよろしくお願いし

ます。

栄養教育の中でですね、いろいろ平賀先生も委員も、悩みながら毎日を生活していると思

いますけれども、やっぱり最終的に味とかそういうもの食育の中で子供たちがどういうふ

うに実際に感じているのか、捉えているのかな、生で見ていただいていますので、その辺と

ころお願いしたいと思います。

（14）平賀晶子委員 静岡県学校給食栄養士会会長

学校給食栄養士会の会長をやらせていただいてます平賀です。浜松市から来ました。浜松

市浜松茶ということで、例年給食で、年 2回にはなってしまうんですが、パック茶を提供し

ています。パック茶になるとペットボトルとはちょっと違って苦みみたいなものが出てし

まったりちょっと癖があるかなと思うんですが、子供たちが飲むと、やはり苦くてとか渋く

てとかと言って、好きな子、嫌いな子がはっきり分かれてしまって、牛乳の方がいいという

子もいれば、お茶の方がいいという子がいるような状況です。

実際私もこの会に出席することになって、なかなかちょっと聞けてなかったんですが、1

クラスだけなんですが、水筒の中身を聴いたところ、浜松では、あるんですが、30 人ぐら

いのクラスでお茶が入っていた子は 4人しかいなくて、それ以外はみんな麦茶ということ



27

で、私もちょっと思っていたより少なかったので、とてもびっくりしました。やはり、さき

ほども、ＰＴＡのおっしゃいいただいたんですけどやはり、手軽に持ってこれるというとこ

ろで、水出しの麦茶だったりが持ってきやすい状態なのかなというふうに思っています。な

ので、味が好きじゃないという子は飲み慣れるというか、おいしいお茶をやっぱり飲む機会

を与えてあげたいなということと、手軽に日々、飲めるような環境が何とかついていくとい

いのかなというふうに感じています。

1.33.05

（村松啓至会長）

ありがとうございました。麦茶、ありますね。うちの娘、今、ちょうど 2人目の子供がい

まして、お茶をは飲まないですよね。カテキンとかそういうのをちょっと調整しながら、看

護士をやっているんですが、そういう場合もあったりしますけどね、またそのへんのところ

も一つの課題だなというふうに思います。

1.33.35

3 追加意見

（村松啓至会長）

さて、お茶が出ていますので、先ほどお茶を飲んでいただいて、一息ついて、あと 1人 1

分ずつお話しをしていただいて、最後、まとまりはなりませんけれども、すこし話しをしな

がら、まだ言い足りないこともあるというふうに思いますので、そのへんのところお聞きし

ながらですね、いきたいなというふうに思います。

それでは 1人 1 分ぐらいずつ、そのつもりで行くと長くなりますので、一言ずつをお願

いしたいなと思いますのでよろしくお願いします。天城さんから順番に行きたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

（1）天城真美委員 静岡県ＰＴＡ連絡協議会副会長

こういう委員にさせていただいたことで改めてお茶についていろいろと考えたりＳＮＳ

で検索したりと、やはり自分自身も意識が高まりましたし、自分の地域でどんな活動が行わ

れているか、ほかの学校関係の状況もすごく気になるようになりましたし、そういったまず

意識改革がすごく自分にとっても大切なものになっているなあと思っておりますし、これ

から何ができるかということを、県東部の方の地域なので、どうしても今ちょっとお話しを

聞いていると、見学に行きたいけどちょっと遠いようなとか、そういう部分でなかなか一歩

踏み出せないような状況にあるので、でも何かできるようなことがきっとあるだろうなと

いうふうには、感じておりますので、県Ｐ連の方でも 12 月に理事会がありますので、この

ことについて報告をさせていただきたいと思いますし、少しずつでもアピールしていくこ
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とによって何かできることを見つけてくれる方が一人でも増えていけるようになったらま

た変わってくるんではないかというふうに感じました。以上でございます。

1.35.32

（2）佐々木余志彦委員 静岡県茶商工業協同組合理事長

私どもからさきほどちょっとお話はたくさん申し上げましたので、ございませんけど、県

の茶商としてはですね、全体的にこの事業にもちろん賛同して、できるだけの協力をさせて

いただいて、この大きな成果が上がるように、協力させていただきたいと、こんなふうに思

っております。ありがとうございます。

（3）西原睦実委員 静岡県農業経営市協会茶部会長

自分たち生産者としてはとにかく、自分は実は父子家庭で、子供 3人育てました。ですの

で、とにかく安心・安全なものを提供できるように何とか工夫していきたいと思います。あ

りがとうございました。

（4）石川和弘委員 静岡県経済農業協同組合連合会常務理事

この会議の目的でもございますけども、当然のことながら私ども生産団体、経済団体でご

ざいますので、生産者がお茶を生産をして、茶商の皆さんが広めていただいて、消費者に飲

んでいただく、という部分を、まず、この会の皆さんは当然ご理解いただいていると思いま

すけども、児童の皆さんにも、中間中間の努力を理解いただくような活動も今後していって

いただきたいし、私どもも今後していかなくちゃいけないのかなと思っています。当然のこ

とながら将来のビッグユーザーと言いますか、消費者になっていただくためのですね、今後

の活動もしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

（5）和田康委員 静岡県農業協同組合中央会常務理事

個人的な話しをまたさせていただきますけども、先ほど麦茶かお茶かという話があった

ですけど、わが家はもう、その健康の詳しい話しはわかりませんでしたので、麦茶を初めや

っていたんですけど、子供がまだ小っちゃいころ、お茶農家だったものですから、お茶に変

えてくれということで 妻に頭を下げて変えました。それからずっと緑茶を子供たちは飲ん

でいます。二十歳すぎになるんですけれども、ずっと冷蔵庫は冷たいお茶が入っていてそれ

を飲むという、なかなか温かいお茶を飲んでくれないんですけれど、冷たいお茶は日常。ま

あ小っちゃいころから、そういった食文化、舌が慣れるということは重要かなと、そういっ

た意味で児童等々に対する食育というのは非常に重要なんだろうなあというふうに思って
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おります。引き続き私どもＪＡグループとしても、この取り組みにですね、参加させていた

だいて、積極的に前に出てまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

1.38.30

（村松啓至会長）

ティーバッグって、お金はかかるですか。

（和田康委員 静岡県農業協同組合中央会常務理事）

たくさんはかかりません。中に入っているお茶をどうするか、高級なお茶からいろいろあ

りますから、最近は高級なお茶を増やすように皆さん努力をされて、いいお茶を皆が入れて

いるようなのが多いです。

（村松啓至会長）

すみません、途中挟みました。

（6）久保田浩子委員 町教育長会理事(函南町教育長)

今日はありがとうございました。わが家でもお茶を飲むのは私だけで恥ずかしい話、子供

たちも飲まないというような家庭になってしまっています。いろんなものが普及してきて

若い人も小さいころは飲んだんですけども、大きくなってやはり飲まなくなっている、今の

アンケートというお話しもありましたけども、そこをどうつなげていけばいいのかなって、

改めて思いました。

あとは食育担当、栄養教諭の先生方とかという形の講習会とかってありますけども、ここ

に是非、養護教諭の先生方にもお茶の講座をということで、体について、色々、養護教諭の

先生って、発信力があるんですよね。そして校内でも教員の食育担当そして栄養教諭と常に

連携していますので、発信力があるのは一番養護教育の先生かなという風にも思われます

ので、そちらも講習会等何かやって、養護教員の会を持って、情報を提供していただいて、

研修会等をやっていただけるとまたちょっと広がるかなというふうに感じています。あり

がとうございました。

1.40.31

（7） 牧野美砂子委員 県校長会理事(島田市立金谷小学校校長)

今、久保田委員がおっしゃったこと、ほんとうにその通りだなってすごく思います。本校

でもお茶の効能、養護教諭が積極的にいろいろ発信をしています。冬になるとうがいをする

のに使うとかというのもそうなんですけれども、夏もだいたい冷茶で冷たいお茶で持って

くるんですけれども、時々季節に応じて、お茶の良さなんかも、それだけを書くわけではな

いんですけども、色々な健康のことを保護者に伝えるというのを毎月やっているんですが、
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その中にだいたいお茶のことが出てきているので、子供たちの意識も高い地域なんですけ

れども、そうやって、より重ねてね、いろいろ手立てを打っていくということで、養護教諭

はとても頑張って本校でもいるんですけれども、久保田委員がおっしゃったように、養教さ

んの研修をさらにやって行って発信をしていくっていうのはとてもいいかなと思います。

それから学校の子供たち、何が今一番変ってるかというと、1 人 1 台タブレットになっ

て、すごい自分の手元でタブレットで色々調べ学習をするということが、すごく増えてきて

います。さっき言ったように、3年生では必ず本校では多くの私たちの他の地区もお茶の学

習をテーマとしてやっているんですけれども、デジタルツールのさっき活用ということで、

お話しをいただいたんですけれども、その充実というのをすごくしていただけると、ありが

たいなと思います。これまでもいろいろパンフレットとか、いろんな資料だとか聞き取りも

するんですけれども、子供たちがタブレットに興味を持って、何かっていうとすぐにタブレ

ットで調べようということになっているので、そこの資料を充実させてもらえると、さらに

子供たちが意欲を持っていろんなことを学ぶということで、そういうふうにしていただけ

ればありがたいなと。今でもやって下さっていると思いますが、さらに子供が読むと、とに

かく漢字がわからなくて、つまずくということがよくあるので、資料に必ずふりがなを振っ

ていただけると、3年生とかどの子が見てもわかるというふうなことなので、挿絵が入って

いたりとか、わかりやすい言葉で子供も読んでわかるというふうな、そういうデジタル資料

を作っていただいて、そこにアクセスして学べるというふうなのがあると、よりありがたい

なということを思います。以上です。

1.43.26

（8）上野由紀夫委員 静岡県私学協会理事 浜松学院中学校校長

実は私学協会で中高生を対象とした県でレシピ・コンテストというのをやっているんで

す。子供たちが自分たちでメニューを作るということで、明日それが開催されるのですが、

必ず子供たちが作ったメニューにあるのが茶を食材としたスイーツだとか、テンプラだと

か、そういうものを作ります。ですので、子供たちは、生徒たちは、お茶というのは郷土の

誇りあるものだという意識はうんとあると思うんですが、そこからなかなか愛飲にという

と、一歩踏み出さなければいかんなということを改めて感じます。

それとさっき茶の都ミュージアムの話しをさせていただいたですが、本校の行った職員

は、家族で行きたいとか、おじいちゃんおばあちゃんが行きたいと言っていたとか、やはり

保護者層、お祖父ちゃんお祖母ちゃん層を取り込むのも大きいのかなということを感じま

した。以上です。

1.44.36

（9）平賀晶子委員 静岡県学校給食栄養士会会長
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ありがとうございました。先ほど、お茶を持ってくることが少ないといったんですが、今

私は旧浜松市内の学校に勤めておりまして、以前、天竜区の方に勤めているときは、もうち

ょっと持って来る子も多かったですし、お茶に慣れている子も多かったということで、やは

り小さいころからのお茶に親しむということがとても大切だなあというふうに思っていま

す。

今回この会議に来るに当たりうちの学校の若い職員に聴いたところ、23 歳か 24 歳です

が、家で急須を使ったことがなくて初めて急須でお茶を淹れたのは 5年生の家庭科だった

ということを今 23 歳の先生がおっしゃっていたので、5年生の家庭科ではお茶を淹れると

ころがありますので、やれるんですが、やはりそれだと遅いのかなと思うと、3年生の社会

科で地域のことを学んだりする中でちょっと広げたりというふうな工夫を、私だけではで

きないので、教科の担任の先生等に声をかけて何かできるといいなと思います。ただ今、コ

ロナ禍で調理実習も出来ないような状況で今やっておりますので、徐々にまた正常に戻っ

て行けたら、提案をしてやっていきたいなと感じました。またよろしくお願いします。

1.46.17

（10）土屋裕子委員 日本茶インストラクター

本日はありがとうございました。私は普段、生産の現場にいるんですけれども、お茶ほ

ど多様性に富んだものはないと思っています。ものというのは、畑の中で見ているものから

飲み物になるまでどの段階でも切り口があって、入って来られるものはないということで、

ものと言わせていただいたんですけれども。例えばお茶を作るところ、摘むところ、製造す

るところ、それから葉っぱから飲み物になるまでの段階、どの段階からもお茶というのは学

びの場も与えることもできるし、最終的には飲み物になるんですけれども、ペットボトルに

入っているものだけを飲むとただ清涼飲料水にしかならないんですが、お茶は日常的な中

で文化でも歴史でも、それから飲み物としても、どんな角度からも見ることができる飲み物

だと思っています。ですので、教育の現場でもその地域やその学校や先生の観点からいろん

な角度で切り込んでいただいて、学びの場を作っていただければ嬉しいなというふうに、私

は普段お茶にかかわっているものとして思っております。

このコロナの時代に、コロナの時代が良かったとは決して言えないんですが、お茶の業

界にとっては、今日の中でもあったように、かなり追い風になっていることが多いんじゃな

いかと感じております。さらにこの 2年間、コロナの時期をさらに追い風にするために、も

う少し今まで飲まなかった人たちに働きかけていくきっかけをコロナの時代に作っていく

ことができるのではないかと私は思っております。

先日県の方で、先ほど佐々木委員の方からありましたように、コロナのウイルスに対し

ての効果ということを県の方で講座を開いていただいて、ウエブのセミナーだったんです

が、京都府立大学の先生からエビデンスをうかがって、私たちも改めてお茶の可能性を感じ

たところです。そうした機会を教育の現場の方たちにも与えていただいて、私たちから薬事
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法に触れるようなことは言えませんので、逆に確かなところからの情報を受けていただい

て、それぞれの現場の方たちがそれぞれの感覚でそれを感じていただく。そうしたことで、

学校の教育の現場にそれを活かしていただければ嬉しいなというふうに思いました。

すみません、長くなって、提案だったんですけれども、そのセミナーを聞いてすぐに愛飲

条例のことを思ったんですね。学校の現場で水筒にお茶を入れていくということで今日も

水筒を持っていくという話しがあったんですけれども、資料 3で、学校から父兄の方に出し

ていただいたお便りというか、県のお茶の淹れ方を書いて下さってあるものに、給食の時間

に、休み時間などで飲用できるようにというふうになっているんですが、逆にこれを授業の

中でも、例えば発表するような、子供たちが発表するような時間があると思うんですね。そ

うしたときに、発表する前に「誰々君、マスクはずして、発表する前に一口お茶を飲もう」

みたいな風に言っていただくと、このあいだのセミナーのお茶の効果としては、口中、口の

中のウイルスを抑えることができるということで、裏付けというか、データがはっきりして

いますので、マスクを外して、声を出すまえにお茶をひとくち飲むというその大切さみたい

なことをどこかの学校で実験的にやっていただいて、それを発信していただいたら「静岡で

こんな取り組みを学校からやっているよ」というようなことが全国に広がっていくじゃな

いかなというふうに思ったりもしました。もしかしたらそのことを知らない学校、教育の現

場の方がいらっしゃるようでしたら是非先日の県が主催したコロナウイルスに対してのお

茶のカテキンの効果ということを学んでいただくような機会を作っていただいて、教育関

係、ＰＴＡの方などに、実際に大学の先生からのお話しを聞いていただくような機会を作っ

ていただけたら、逆に私たちがやって下さいというと「お茶を売りたいからでしょう」とか

「飲んで欲しいからでしょう」と言われがちなので、実際に感じていただけるといいかなと

いうふうに思いましたので、是非そんな機会を作っていただけたらと思っています。以上で

す。

1.52.17

4 会長による総括

（村松啓至会長）

ありがとうございました。最後、総括をせよという指示がありますけども、ちょうど時間

になりましたので、一言だけお話を申し上げます。県がこれまでやってきた内容については、

まず成果を収めて、着実ないろんな動きがありますので、そのへんのところをさらにですね、

継続してやっていただける、自信を持って継続してやっていただけるとありがたいと、とい

うふうに、そういう意見が大勢であったなと思います。

しかしですね、特に通年で静岡茶を愛飲する取り組みの拡大に関しましては、保護者の意

見とか、インストラクターさんの意見とか、いろんな局面から、それから茶葉の提供とかそ

ういう環境的なものも教えていただきましたので、各地、環境が全然違うんだけれども、そ
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の中でその環境をとらえながらしっかりと実践する必要があるじゃないかなということで、

思いました。

それから静岡茶の食育の機会の確保のためにということで、いろんな茶の授業とか、ミュ

ージアムでの活動とか、かなり今回この会議で出た内容としては、評価は高かったなという

ふうに思いますね。そういう点から言って、是非ともいろんな広報、または発信をですね、

やっていっていただきたいというふうに思います。

それからあとはいかに習慣化されるかということが 3店目、重要だなということを最終

的に残って来たなと、水筒とかそれからですね収穫されるためには、家庭の協力また先生方

への指導、それから養護教諭への研修の必要性、それから総合的な学習、発表する前に実際

にお茶を飲んでという話もありましたけどもね、総合的学習でお茶の学習をやるとき結構

飲みながらやる時があるんですよ。発表会なんかそういうのをやったりする時もあるんで

すけども、その辺のところを是非ともお願いしたいと。

それから最後になりますけれども、エビデンすですね、どのようにエビデンスを示してい

くかというのは、これは事務局がやはりさきほど先生方への紹介というのがありましたけ

ども、どういうふうに、すべて流せばいいという問題ではないので、何をどうするかという

のは、薬事法のこともありますし、その辺のところを考えながら、是非ともまた少し進化さ

せていただけるとありがたい、というふうに思いました。

それでですね、私振り返ってみて思うことは、学校現場にいてみますと、私、学校現場に

いませんけれども、この 5頁の資料、保護者へという資料がございましたね。5頁の資料で

すが、体育大会に具体的に活用されたという話も聞きましたけども、これで大きな動きがあ

ったな、つまり保護者とか子供の意識化の中で大きな動きがあったなという、そういう感覚

を持っています。

いろんな面でご尽力を皆様にいただきましてありがとうございました。いろんなお立場

で、いろんな形でですね、子供たちがさらに健康な生活ができるようなそういう環境になっ

ていくといいなと改めて思うところであります。本日はほんとにありがとうございました。

1.56.22

5 次回県民会議の日程

すみません。今あわてて言ったものですから一つ落としました。ほんとにご協力いただい

てありがとうございました。次回の県民会議につきましては令和 4年 2月ごろでよいかと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。それでは次回、令和 4年 2月ごろにお集まりい

ただくということでよろしくお願いをします。

ジュビロ磐田が、全然関係ないですが、昨日、Ｊ1復帰、確定しまして、今日嬉しくて嬉

しくて仕方なくて、何とか司会をやらせていただきました。大変失礼をいたしました。じゃ

あ、進行を事務局の方にお返しいたします。ありがとうございました。

1.57.25
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Ⅲ 閉会

1 閉会の挨拶 木苗直秀静岡県教育委員会教育長

(司会 遠藤和久)

ありがとうございました。ジュビロはＪ1に行きましたけども、清水は Ｊ2に落ちないよ

うに清水ファンとしては頑張っていただきたいなと思います。

本日は貴重な意見ありがとうございました。村松会長様、円滑な議事進行ありがとうござ

いました。

それでは閉会にあたりまして、木苗教育長から御挨拶申し上げます。

1.57.49

(木苗直秀教育長)

今日も熱心な御討論をいただきましてありがとうございました。先ほどジュビロの話が

出ているんですけれども、あの方々がお茶をどのぐらい飲んでいるかというのも調べてみ

るといいかもしれませんね。あまりにも静岡県、2チームちょっと、元気がなかったもので

すから、そういう点では、やっぱりあれでお茶を飲んだら良くなりましたと言ったら、皆さ

ん飲みますよね。何かやっぱりきっかけが必要だと思うんですね。わたくし自身もお茶は毎

日、10杯ぐらいは飲んでいるんですけれども、60年ぐらい病気したことはないですね。70

年かな。すみません、これ以上言うと歳がばれますので。

とにかくですね、平成 29年度から始まりました静岡茶愛飲の促進について皆さんのご協

力もいただきながら、茶葉の提供をいただき、そしてまた県内の小中学校でお茶を愛飲する

機会の提供等がございました。ただいつも言われるのは、市長さん、町長さんと話しをする

とですね、その代金はどうするんですかと。どうやってやったらいいですか、というような

ことも言われますが、その辺は僕はひょっとすると校舎の内側に何かお茶の木をずっと植

えてそして、少しそういうのもやって、自分たちが作ったお茶で体も良くなるよと、言う風

な何かストーリーがあってもいいのかなという感じがしましたね。それで今後も各学校に

おける静岡茶愛飲の取組がさらに継続されていくためには本日も御議論いただいたような、

まだいくつかの課題があります。そういうようなものも含めてですね、また皆さんと継続し

ながら静岡県の健康状態をさらに良くする、これ健康状態というのは体だけではなくて精

神的な意味も含めてですね、そういうようなことでやっていただくといいかなと。静岡県は

いろいろと気候もそうですけれども、いろいろ海の幸、山の幸にも囲まれていますので、そ

れを活かして健康な子を育て、そしてまたいろんな点で日本をリードするような、そういう

ような県にできたらいいかなと、そんなふうに思っております。
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ほんとにきょうはご苦労さまでした。今後ともよろしくお願いします。ありがとうござい

ました。

2 閉会の辞 司会・遠藤和久 経済産業部農業局長

木苗教育長、ありがとうございました。次回の県民会議につきましては、来年 2月ころ開

会を予定したいと思いますので、委員の皆様、よろしくお願いをいたします。

それでは、以上をもちまして、令和 3年度第 1回小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の

促進に関する県民会議を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。

2.00.43


